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要　旨

2008年７月に開催されたG８洞爺湖サミットでは，参加

国首脳によって“2050年までに世界全体の温室効果ガス排

出量を50％削減する目標についてビジョンを共有するとと

もに，気候変動枠組条約UNFCCC（United Nations

Framework Convention on Climate Change）に基づく今

後の国際交渉で採択することを求める”というメッセージ

が発信された。一方，2001年には国際的な温室効果ガス排

出量削減策として京都議定書が発効しており，目標達成の

ため，日本を含めた批准国は官民を挙げて温室効果ガスの

排出削減に尽力し，2013年以降の枠組み（ポスト京都）につ

いても，注目が集まっている。

このような国際的な動きの中で，温室効果ガス削減のた

めの制度として国や地域レベルで排出量取引制度の導入が

進んでいる。EU（European Union）では京都議定書の第１

約束期間に先駆けて2005年からキャップ＆トレード型の

EU域内排出量取引制度EU－ETS（EU Emission Trading

Scheme）を開始した。米国では，国としては京都議定書か

ら離脱しているものの，多くの州で排出量取引制度の導入

が予定されている。排出量取引制度の導入拡大に伴い取引

所の設立も増加している。EUや米国だけではなく，アジ

アでも排出量取引所は増加すると予想される。

日本では温室効果ガス排出量とエネルギー使用量の管

理・報告は義務付けられているものの，強制的な規制を課

すまでは至っていない。制度としては，2000年から民間主

導でグリーン電力証書取引が開始され，2009年４月からは

CO2フリー電気取引の試行が予定されている。環境付加価

値を取引する市場が多様化する傾向にあるが，参加者が混

乱しないよう，各商品のみならず商品間も含めて法的整備，

運用面での整備が必要である。

温室効果ガス排出削減は人類の持続的発展のために行っ

ていかなければならないといわれているものの，過度の規

制は産業の発展の妨げになる。地球全体として効率的な温

室効果ガス排出削減を行うために，国際的な枠組みの検討

が必要である。ポスト京都における国別の排出量割当に関

しては，欧米で導入が進むキャップ＆トレード型か，日本

が主張するセクター別アプローチか議論が分かれるところ

であるが，最終的に，物理的な温暖化ガス排出削減につな

がるような制度設計が期待される。
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世界的に低炭素社会実現に向けた取り組みが本格化している。国内でも，RPS法，省エネ法，温対法に基づくRPS取引，グリーン電力証書
取引に続きCO2フリー電気の取引が試行される。
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